
平成２６年１１月５日 

 1 / 8 

 

伊東市内の開発に関係する主な法令等一覧表 

担 当 課 別 索 引 

市担当課 法令等 ページ 備考 

危機対策課 （高層棟７階） 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（土砂災害防止法） 
５ 建築住宅課 

生涯学習課 （高層棟５階） 文化財保護法 ７  

農業委員会事務局 （高層棟４階） 農地法 ６  

産業課 （高層棟４階） 

大規模小売店舗立地法 ４  

中規模小売店舗立地届出要綱 ４  

森林法 ５  

農業振興地域の整備に関する法律 ６  

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 ６  

工場立地法 ８  

海岸法 ８  

鉱業法 ８  

鉱山保安法 ８  

公有水面埋立法 ８  

建設課 （高層棟３階） 

河川法 ７  

砂防法 ７  

地すべり等防止法 ７  

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 ７  

採石法 ７  

砂利採取法 ７  

国有財産法 ８  
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建築住宅課 （高層棟３階） 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（土砂災害防止法） 
５ 危機対策課 

自然公園法 ６  

都市計画課 （高層棟３階） 

市土地利用指導要綱 ３  

県土地利用指導要綱 ３  

景観法 ４  

国土利用計画法 ６  

都市計画法 ６  

宅地造成等規制法 ６  

静岡県土採取等規制条例 ７  

環境課 （高層棟２階） 

土壌汚染対策法 ５  

静岡県環境影響評価条例 ５  

静岡県生活環境の保全等に関する条例 ５  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ８  

水道課 （低層棟２階） 

伊東市水道事業給水条例 ４  

伊東市水道事業開発負担金取扱規程 ４  

水源保護条例 ４  

市民課市民生活係 

 （低層棟２階） 
墓地、埋葬等に関する法律 ８  

－ 

自然環境保全法 ６  

県立自然公園条例 ６  

静岡県自然環境保全条例 ６  

静岡県風致地区条例 ７  

都市緑地法 ８  
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伊東市の開 発 に 関 係 す る 主 な 法 令 等 一 覧 表 

 
（注）各法令等の規制内容等の詳細については、その法令等を担当する関係課に確認して下さい。 

法 令 名  条項 許 認 可 内 容  規 制 内 容 等  権 者 備 考 県 担 当 課  市 担 当 課  

市 土 地 利 用 

指 導 要 綱 
３条 土地利用事業の承認 

イ、施行区域の面積 

１，０００㎡以上 

ロ、中高層建築物の建築 

商業地域 

６階又は最低地盤面 

から１７ｍ以上 

近隣商業地域 

５階又は最低地盤面 

から１４ｍ以上 

商業地域、近隣商業地域以外 

４階又は最低地盤面 

から１１ｍ以上 

１棟の延床面積 

３，０００㎡以上 

ハ、住民の福祉若しは自然環境の保全に

著しく影響を及ぼすと認められる資

源の採取、施設の設置又は土石の処分 

市 長 ― ― 
都市計画課 

3 2－ 1 7 8 3 

県 土 地 利 用 

指 導 要 綱 
６条 土地利用事業の承認 

イ、施行区域の面積 

５ha以上 

（市街化区域又は用途地域内の場合 

１０ha以上） 

ロ、住宅、工場、ゴルフ場、リゾート施

設等の建設の用に供する目的で行う

一団の土地の区画形質の変更を行う

事業 

知 事 ― 土地対策課 
都市計画課 

3 2－ 1 7 8 3 
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法 令 名  条項 許 認 可 内 容  規 制 内 容 等  権 者 備 考 県 担 当 課  市 担 当 課  

景 観 法 １６条 

建築物・工作物の新築、増築、

改築若しくは移転、外観を変

更することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更の届

出 

建築物  

・用途地域内 

高さ１５ｍ以上又は 

延床面積１，０００㎡以上 

・無指定地域 

  高さ１３ｍ以上又は 

延床面積１，０００㎡以上 

工作物  

・用途地域内 高さ１５ｍ以上 

・無指定地域 高さ１３ｍ以上 

  （電波塔等は高さ１５ｍ以上） 

 

木竹の伐採 ５００㎡以上 

 

土地の開墾等 １，０００㎡以上 

 

土石の堆積等 １，０００㎡以上 

又は高さ３ｍ以上 

市 長 国 土 交 通 省 都市計画課 
都市計画課 

3 2－ 1 3 8 2 

伊東市水道事業給

水 条 例 

１１条 給水装置の新設等の承認 
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去す

る場合 
市 長 厚 生 労 働 省 ― 

水 道 課 

3 2 － 1 8 5 2 

１３条 給水装置の工事施行 指定給水装置工事事業者が施行 市 長 厚 生 労 働 省 ― 

１４条 給水管及び給水用具の指定 
給水管及び給水用具の構造及び材質の

指定 
市 長 厚 生 労 働 省 ― 

伊東市水道事業開

発負担金取扱規程 
３条 給水の申込みの事前協議等 

開発行為以外に５㎥／日以上の給水量

の建築物 
市 長 ― ― 

水 源 保 護 条 例 ７条 
水源保護地域に事業場を設置

する場合の計画基準の届出 

ゴルフ場、リゾート関連事業、砂利採取

業、採石業、産業廃棄物処理業 
市 長 厚 生 労 働 省 ― 

大規模小売店舗立

地 法 
５条 新設の届出 

大規模小売店舗（店舗面積１，０００㎡

を超える小売業を行うための店舗）を新

設する場合（店舗面積１，０００㎡以下

の店舗を増床し、大規模小売店舗になる

場合を含む） 

知 事 経 済 産 業 省 

地域産業課 

商業まちづ

くり班 

産 業 課 

3 2 － 1 7 3 4 

中規模小売店舗立

地 届 出 要 綱 
４条 出店計画の届出 

中規模小売店舗（店舗面積２００㎡以上

１，０００㎡以下の小売業を行うための

店舗）を新設する場合（面積及び用途の

変更で中規模小売店舗になる場合を含

む） 

市 長 － － 
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法 令 名  条項 許 認 可 内 容  規 制 内 容 等  権 者 備 考 県 担 当 課  市 担 当 課  

土壌汚染対策法 ４条 土地の形質変更の届出 
土地の形質の変更（掘削及び盛土）部分

の合計面積が３，０００㎡以上の場合 
知 事 環 境 省 生活環境課 

環 境 課 

3 2 － 1 3 7 4 

静岡県環境影響評

価 条 例 
１６条 事前協議 

一定規模以上の、道路の建設、廃棄物処

理施設、レクリエーション施設用地の造

成、高層建築物の建設、リゾートマンシ

ョン又はリゾートホテルの建設など 24

種類の事業が対象（面的な開発の場合は

概ね 50ha以上が目安） 

知 事 静 岡 県 生活環境課 

静岡県生活環境の

保全等に関する条

例 

１０条 事前協議 

イ．大気汚染防止法又は条例に基づく、

ばい煙発生施設を設置する工場又

は事業場 

総排出ガス量 10,000N㎥／時以上 

ロ．水質汚濁防止法又は条例に基づく、

特定施設を設置する工場又は事業

場 

総排出水量（有害物質を含まない） 

2,000㎥／日以上 

総排出水量（有害物質を含む） 

         50㎥／日以上 

知 事 静 岡 県 生活環境課 

土砂災害警戒区域

等における土砂災

害防止対策の推進

に関する法律（土

砂災害防止法） 

９条 
特別警戒区域における特定開

発行為の許可 

制限用途 

・住宅（自己の居住の用に供するものを

除く） 

・高齢者、障害者、乳幼児その他の特に

防災上の配慮を要する者が利用する社

会福祉施設 

・学校及び医療施設（政令で定めるもの

に限る） 

知 事 国 土 交 通 省 砂 防 課 

危機対策課  

3 2 － 1 3 6 1 

(警戒区域の

確認のみ) 

 

２３条 

２４条 

特別警戒区域内における建築

物の構造確認 

居室を有する建築物の構造体力に関す

る建築確認 
建 築 主 事 国 土 交 通 省 

建 築 安 全 

推 進 課 

（建築確認

検 査 室 ） 

建築住宅課 

3 2 － 1 7 6 3 

森 林 法 

１０条の８ 伐採届 森林を伐採する場合 市 町 長 

農 林 水 産 省 
森林整備課 

治 山 課 

産 業 課 

3 2 － 1 7 3 1 

１０条の２ 林地開発の許可 森林１haを超える開発行為 知 事 

２６条 

 

保安林の解除 

 

指定理由が消滅したとき 

公益上の理由によるとき 

大 臣 及 び 

知 事 

３４条２項 保安林内の作業許可 保安林内で行う形質変更等 知 事 
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法 令 名  条項 許 認 可 内 容  規 制 内 容 等  権 者 備 考 県 担 当 課  市 担 当 課  

国土利用計画法 

１４条 
規制区域内の権利の 

移転等の許可 

イ、市街化区域（区域なし） 

２，０００㎡以上 

ロ、都市計画区域（伊東市該当） 

５，０００㎡以上 
知 事 国 土 交 通 省 土地対策課 

都市計画課 

3 2－ 1 7 8 3 
２３条 

規制区域内の権利の 

移転等の届出（区域なし） 

イ、ロ以外 

１０，０００㎡以上 

都 市 計 画 法 ２９条 
都市計画区域内の開発行為の

許可 
3,000㎡以上の土地の区画形質変更 市 長 国 土 交 通 省 土地対策課 

宅 地 造 成 等 

規 制 法 

８条 
宅地造成に関する工事 

の許可（宅造規制区域内） 

イ、切土による崖   ２ｍ以上 

ロ、盛土による崖   １ｍ以上 

ハ、切盛による崖   ２ｍ以上 

ニ、切盛面積   ５００㎡以上 

市 長 
国 土 交 通 省 

建 築 安 全 

推 進 課 

都市計画課 

3 2－ 1 7 8 3 

２０条 造成宅地防災区域 （区域なし） 知 事 

農 地 法 ４条・５条 
農地の転用、農地の転用のた

めの権利移動の許可 

イ、２ha以下 知 事 

農 林 水 産 省 農地利用課 

農業委員会事

務 局 

3 2 － 1 7 3 5 

ロ、２haを越え４ha以下 

（※関東農政局との協議が必要） 
知 事 

ハ、４haをこえるもの 大 臣 

農 業 振 興 

地 域 の 整 備 に 

関 す る 法 律 

１５条の２ 
農用地区域内における 

開発行為の許可 
 知 事 農 林 水 産 省 農地利用課 

産 業 課 

3 2 － 1 7 3 3 

自 然 公 園 法 

２０条 特別地域内の行為の許可 国立公園内の行為 大 臣 、 知 事 

環 境 省 自然保護課 
建築住宅課 

3 2 - 1 7 6 3 

２１条 
特別保護地区内の行為 

の許可 

国立公園内の行為 

（区域なし） 

大 臣 

（ 知 事 ） 

３３条 
普通地域内の行為 

の届出 
国定公園内の行為 

大 臣 又 は 知 事 

知 事 

自然環境保全法 
２５条４項 特別地区内の行為の許可 原生自然環境保全地域（区域なし） 

大 臣 環 境 省 自然保護課 ― 
２９条 普通地区内の行為の届出 自然環境保全地域（区域なし） 

県 立 自 然 

公 園 条 例 

１９条第４項 特別地域内の行為の許可 
県立自然公園内の行為（区域なし） 

知 事 又 は 

市 町 長 
静 岡 県 自然保護課 ― 

２９条 普通地域内の行為の届出 

静岡県自然環境 

保 全 条 例 

１３条第３項 特別地区内の行為の許可 自然環境保全地域内の行為 

    （区域なし） 
知 事 静 岡 県 自然保護課 ― １５条 普通地区内の行為の届出 

２４条１項 自然環境保全協定の締結 自然環境保全協定実施要綱 

鳥獣の保護及び 

狩猟の適正化に 

関 す る 法 律 

２９条第７項 
特別保護地区内の行為 

の許可（区域なし） 

水面の埋立、干拓、立木竹の 

伐採、建築物その他の工作物 
大 臣 ＆ 知 事 環 境 省 自然保護課 

産 業 課 

3 2 － 1 7 3 3 
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法 令 名  条項 許 認 可 内 容  規 制 内 容 等  権 者 備 考 県 担 当 課  市 担 当 課  

静 岡 県 風 致 

地 区 条 例 
２条 

風致地区内の行為の許可 

（区域なし） 

建築物等の新築、改築、増築 

又は移転 

宅地造成等土地の形質変更 

木竹の伐採、土石類の採取 

水面の埋立、干拓 

建築物等の色彩の変更等の行為 

知 事 又 は 

１０ha 以上の風

致地区のある人

口４万人以上の

市 

（都市計画法） 

静 岡 県 
公園緑地課 ― 

文 化 財 保 護 法 

９３条、９６条 
周知の埋蔵文化財包蔵地での

開発の届出 

 

長 官 又 は 

県 教 育 長 

政 令 市 教 育 長 

文 化 庁 
文 化 財 

保 護 課 

生涯学習課 

3 2 － 1 9 6 3 
１２５条 

史跡・名勝・天然記念物の現

状変更、保存に影響を及ぼす

行為の許可 

河 川 法 

２３条 流水の占用の許可 

土地の形状変更及び工作物の 

新築又は改築等の行為 
知 事 国 土 交 通 省 河川企画課 

建 設 課 

3 2－ 1 7 5 3 

２４条 土地の占用の許可 

２５条 土石等の採取の許可 

２６条 工作物の新築等の許可 

２７条 土地の掘削等の許可 

５５条 
河川保全区域における 

行為の許可 

５７条 
河川予定地における 

行為の許可 

砂 防 法 ４条 
砂防指定区域内の行為 

の禁止及び制限（許可） 
 （ 知 事 ） 国 土 交 通 省 砂 防 課 

地 す べ り 等 

防 止 法 
１８条 

地すべり防止区域内 

の行為の許可 

法切り 法長３ｍ以上、切土高 

２ｍ以上、断面積６００㎝ 2を 

超える用水路、６ｍ3 を超える池、載荷

重１０t／㎡以上の施設の建設等の行為 

知 事 
農 林 水 産 省 

国 土 交 通 省 
砂 防 課 

急傾斜地の崩壊に

よる災害の防止に

関 す る 法 律 

７条 
急傾斜地崩壊危険区域内にお

ける行為の許可 

水を放流、停滞、浸透の助長 

工作物の設置、改造、土工事 

立木竹の伐採 土石の採取等 

知 事 
農 林 水 産 省 

国 土 交 通 省 
砂 防 課 

採 石 法 
３３条 

３３条の５ 

採取計画の認可 

採取計画の変更の認可 
 知 事 経 済 産 業 省 

河 川 砂 防 

管 理 課 

砂 利 採 取 法 
１６条 

２０条 

採取計画の認可 

採取計画の変更の認可 
 知 事 経 済 産 業 省 

河 川 砂 防 

管 理 課 

静岡県土採取等 

規 制 条 例 
３条 土の採取等の計画の届出 

切土、床掘、掘削、埋土、盛土等 

面積１，０００㎡以上 

又は数量２，０００ｍ3以上 

１ h a 未 満 

市 長 
経 済 産 業 省 土地対策課 

都市計画課 

3 2－ 1 7 8 3 １ h a 以 上 

知 事 
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法 令 名  条項 許 認 可 内 容  規 制 内 容 等  権 者 備 考 県 担 当 課  市 担 当 課  

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律 

８条 
一般廃棄物処理施設 

の設置許可 

 知 事 厚 生 労 働 省 
廃棄物リサ

イ ク ル 課 

環 境 課 

3 2 － 1 3 7 4 

１５条 
産業廃棄物処理施設 

の設置許可 

工 場 立 地 法 ６条 特定工場の新設の届出 
イ、敷地面積９，０００㎡以上 

ロ、投影建築面積３，０００㎡以上 

市長（２市町をま

たぐ届出は知事） 
経 済 産 業 省 

企業立地推

進 課 

産 業 課 

3 2 － 1 7 3 4 

海 岸 法 ８条 
海岸保全区域の行為 

の許可 

土石の採取施設等の新設、改築 

土の掘削、盛土、切土等 
海 岸 管 理 者 

水 産 庁 

国 土 交 通 省 

漁港整備課 

港湾企画課 

産 業 課 

3 2－ 1 7 3 2 

鉱 業 法 ６３条 施業案の認可  経 済 産 業 局 長 経 済 産 業 省 地域産業課 
産 業 課 

3 2 － 1 7 3 4 
鉱 山 保 安 法 １３条 施設計画の認可、届出 

鉱業上使用する建設物、工作物 

その他施設の設置等 

産 業 保 安 

監 督 部 長 
経 済 産 業 省 地域産業課 

墓地、埋葬等に 

関 す る 法 律 
１０条 

墓地・納骨堂・火葬場 

の経営等の許可 
 市 町 長 厚生労働省 衛 生 課 

市民課  市

民 生 活 係 

5 2 － 3 0 0 2 

国 有 財 産 法 

２０条 普通財産の処分等 普通財産の処分方法 

大 臣 財 務 省 公共用地課 
建 設 課 

3 2－ 1 7 5 3 
２９条 用途指定の売払い等 用途期間を定める 

都 市 緑 地 法 

８条 
緑地保全地区内における開発

行為の届出（区域なし） 建築物等の新築等 

土地の形質変更等 

木竹の伐採等 

知 事 国 土 交 通 省 公園緑地課 ― 

１４条 
特別緑地保全地区内における

開発行為の許可（区域なし） 

公有水面埋立法 ２条 公有水面埋立ての許可 水面、他の土地埋立、干拓 知 事 国 土 交 通 省 
港湾企画課 

漁港整備課 

産 業 課 

3 2 － 1 7 3 2 

 


